
- 1 - 

渡 部 純 三 次 長 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

渡 部 純 三 次 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御起立願います。礼。御着席ください。 

 

 

ただ今より第 204 回総会を開催いたします。本日は、委員の過半数が出席されて

おりますので、法律第 27条第３項の規定により、総会が成立いたしておりますこと

を御報告いたします。 

続きまして、本日の議事録署名人には、浮穴地区の阿部委員と河野地区の中川委

員のお二人にお願いいたします。 

 

 

本日は、お手元に配布されております議案書のとおり、第１号～第 10 号の 10 件

の議案が提出されておりますので、御審議のほどお願いいたします。 

それでは、議案第１号、「農地法第３条第１項目的の買受適格証明願」について議

題といたします。事務局から説明をお願いします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

お手元の買受適格証明に係る審査基準１号～７号までを整理した調査票も併せて

御覧ください。 

今回この１件は、愛媛県による公売に参加するための申請であります。申請地は、

松山市畑寺町丙 238 番 26、登記、現況地目共に畑、面積は 19,221 平米でございま

す。申請人は、新規農業者でございます。この度、ゴールドキウイの栽培を始める

ために、耕作便利な申請地の公売に参加するものでございます。 

また、本案件は、新規農業となる案件でございますので、後ほど、地元委員の補

足説明を願った上で御審議をお願いします。 

なお、申請者が買受人となった場合には、改めて３条許可申請が提出されますが、

買受適格証明書の交付時と事情が異なっていないと認められた場合には、直ちに許

可書を交付させていただきます。その場合には、直近の農業委員会総会にて３条許

可の専決処理報告をさせていただきます。 

 また、今後、本物件に関する３条目的の買受適格証明願いがあった場合は、入札

期日の関係から、地元委員の了承を得たうえで専決処理し、直近の農業委員会総会
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にて御報告いたします。 

以上でございます。 

 

 

１番は、新規農業で、公売の案件です。所在地が桑原地区であります。地元委員

の補足説明を江戸推進委員にお願いしていましたが、本日は、コロナの影響で急遽

欠席したいと連絡がありましたので事務局から説明をお願いします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

先ほど、事務局から説明がありましたとおり、本件譲受人は、今般、愛媛県が所

有する農地の公売に参加するため、譲受人が就農する上で、適格者であるかの判断

を求めたものです。 

また、新規農業の案件になります。愛媛県の農地を公売で落札した場合には、新

規就農をお考えであります。農業に対する意欲も充分に見受けられ、周囲の方々の

お力も借りながら、真剣に農業を営む姿勢が感じられましたので、これを了承いた

しました。 

なお、本総会での御審議をよろしくお願いいたします。 

 

 

事務局並びに地元説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

すみません。この申請者は日本人ですか。 

 

 

外国人です。永住権のある外国人が申請者の場合には農地を取得することが可能

です。永住権のない外国人の場合は農地を取得できません。許可基準は満たしてい

ます。 
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異議ありません。 

 

 

それでは、本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第２号～第５号までを議題といたします。事務局から説明をお願いし

ます。 

 

 

それでは、議案第２号から御報告いたします。 

５条転用届出と併用案件でございますので、転用事務処理期間の関係から、地元

委員の了承を得て、専決処理させていただいております。 

１番、本件は、残存小作でございます。本件は、賃貸人が申入れを行い、合意解

約が成立し、解約と同時に５条届出により、転用するものでございます。離作補償

は無いとしております。 

続きまして、議案第３号と議案第４号を御報告いたします。 

令和２年 11 月 26 日～12 月 25 日までに専決処理した案件は４条届出が４件、５

条届出が 15件で届出内容は議案記載のとおりでございます。 

これらの届出につきましては、適法な届出となっておりましたので、それぞれ届

出日から５日以内に専決処理を行い、受理通知書を交付いたしました。 

続きまして、議案第５号を御報告いたします。 

１番、本件は、残存小作でございます。本件は、賃借人が申入れを行い、合意解

約が成立したもので、解約後は、賃貸人が自作地として耕作するとしております。

離作補償を支払うとしております。 

２番、本件は、残存小作でございます。本件は、賃借人が申入れを行い、合意解

約が成立したもので、解約後は、賃貸人が自作地として耕作するとしております。 

離作補償は無いとしております。 

３番、本件は、基盤強化促進法により平成 29年４月１日に設定された賃借権でご

ざいます。本件は、賃借人が申入れを行い、合意解約が成立したもので、解約後は、

基盤強化促進法により第三者に貸すとしております。離作補償は無いとしておりま

す。 

以上でございます。 
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議案第２号～第５号につきまして、事務局の説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

それでは、本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第６号、「農地法第３条許可申請」について議題とします。事務局から

説明をお願いします。 

 

 

お手元に審査基準１号～７号までを整理した農地法第３条調査票がございますの

で、併せて御覧ください。 

１番、譲受人は、新規農業者でございます。この度、五明地区並びに粟井地区の

農地について贈与を受け、農業経営を継承するものでございます。 

なお、本案件は、新規農業となる案件でございますので、後ほど、地元委員の補

足説明を願った上で御審議をお願いいたします。 

２番、譲受人は、農地約 106 アールを耕作する農家の世帯員でございます。この

度、耕作便利な申請地を譲り受け、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

３番、譲受人は、農地約 51アールを耕作する農業者でございます。この度、親族

から申請地の贈与を受け、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

４番、譲受人は、農地約 34アールを耕作する農業者でございます。この度、申請

地を譲り受け、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

５番、譲受人は、農地約 31アールを耕作する農業者でございます。この度、耕作

便利な申請地を譲り受け、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

６番、譲受人は、新規農業者でございます。この度、申請地を借受け、農業経営

を始めるものです。 

なお、本案件は、新規農業となる案件でございますので、後ほど、地元委員の補

足説明を願った上で御審議をお願いいたします。 

７番～10番は、譲受人が新規農業者で同一人ですので、併せて御説明いたします。
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寺 井 克 之 会 長 

この度、河野地区並びに粟井地区の農地を借受け、農業経営を始めるものでござい

ます。 

なお、本案件は、新規農業となる案件でございますので、後ほど、地元委員の補

足説明を願った上で御審議をお願いいたします。 

11番、譲受人は、農地約 262アールを耕作する農業者でございます。この度、耕

作便利な申請地を譲り受け、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

12番、譲受人は、新規農業者でございます。この度、粟井地区並びに内子町の農

地を同時に譲り受け、また、借受けし、農業経営を始めるものでございます。 

なお、本案件は、新規農業となる案件でございますので、後ほど、地元委員の補

足説明を願った上で御審議をお願いいたします。 

以上でございます。 

 

 

事務局からの説明が終わりました。 

それでは、地元委員から補足説明をお願いいたします。 

１番は、新規農業の案件で、所在地は五明地区と粟井地区であります。 

なお、五明地区の申請地が１筆含まれますが、粟井地区の農地に近接することか

ら審査会は粟井地区で開催され、粟井地区の梶野委員が本日、欠席のため河野地区

の中川委員が代理で説明をお願いいたします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

 先ほど、事務局から説明がありました１番の案件について、申請人は湯山地区に

居住し、この度、父親が所有する五明地区並びに粟井地区の農地について贈与を受

け、新規に農業を始めたいと申請に及んだものです。申請人は、以前から父親の農

業経営に携わっており、営農に関する知識も充分あり、今後も真剣に農業に取り組

む姿勢が感じられましたので、これを了承いたしました。 

なお、本総会での御審議をよろしくお願いいたします。 

 

 

続きまして、６番も、新規農業の案件で、所在地が興居島地区でありますので、
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青井委員から説明をお願いします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

先ほど、事務局から説明がありましたとおり、本件譲受人は、今般、興居島地区

の農地を借り受け、新規就農をお考えであります。農業に対する意欲も充分に見受

けられ、周囲の方々のお力も借りながら、真剣に農業を営む姿勢が感じられました

ので、これを了承いたしました。 

なお、本総会での御審議をよろしくお願いいたします。 

 

 

次に、番号７番～10番は、譲受人が同一人の新規農業の併用案件で、所在地が河

野地区と粟井地区であります。代表して、河野地区の中川委員から説明をお願いい

たします。 

 

 

先ほど、事務局から説明がありました７番～10番の案件について、申請人は河野

地区に居住し、この度、同地区並び粟井地区の農地を借受け、新規に農業を始めた

いと申請に及んだものです。  

申請人は、以前から農業に関心があり、知人の農作業を手伝ううちに、新規就農

に対する意欲が高まり、この度、本申請に及んだもので、現地調査並びに営農計画

等の聞き取りを行ったところ、真剣に農業に取り組む姿勢が感じられましたので、

これを了承いたしました。 

なお、本総会での御審議をよろしくお願いいたします。 

 

 

次に、番号 12番も、新規農業の案件で所在地が粟井地区でありますが、粟井地区

の梶野委員が本日欠席のため河野地区の中川委員が代理で説明をお願いいたしま

す。 
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それでは、御説明いたします。  

先ほど、事務局から説明がありました 12番の案件について、申請人は粟井地区に

居住し、この度、同地区内の農地を取得し、新規に農業を始めたいと申請に及んだ

ものです。申請人は、以前から農業に関心があり、父親の農作業を手伝ううちに、

新規就農に対する意欲が高まり、この度、本申請に及んだもので、現地調査並びに

営農計画等の聞き取りを行ったところ、真剣に農業に取り組む姿勢が感じられまし

たので、これを了承いたしました。 

また、同時期に内子町農業委員会にて親族の農地 1,928 平米の使用貸借権に伴う

農地法第３条許可が申請され、許可見込みであることを併せて報告いたします。 

なお、本総会での御審議をよろしくお願いいたします。 

 

 

事務局並びに地元説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

それでは、本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第７号、「農地法第４条許可申請」について議題とします。事務局から

説明をお願いします。 

 

 

１番、本件申請人は、農地約 22アールを耕作する農業者でございます。現居宅が

手狭で何かと生活に支障をきたしていることから、今般、本申請地を農家住宅の宅

地拡張として、利用したいとしております。 

なお、本件申請地は昭和 33年頃より農地法の許可を得ず、宅地拡張していたもの

であり、今回、違反の解消を図りたいとしております。 

本申請地の農地区分は、伊予鉄梅本駅からおおむね 500 メートル以内にあること

から第２種農地と判断されます。 
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以上でございます。 

 

 

議案第７号につきまして、事務局から説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

なお、本件につきましては県許可分であります。直ちに意見を付して県知事に送

付させていただきます。 

次に、議案第８号、「農地法第５条許可申請」について議題とします。御審議をい

ただく前に、お願いがございます。  

１番は、小野地区の仙波委員が譲渡人の案件でありますので、農業委員会等に関

する法律第 31条の議事参与の制限の規定に基づき、着席のままで結構ですが、退席

をされたということで、議事に参加されないようお願いいたします。事務局から説

明をお願いします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

１番、本件受人は、議案書記載の内容にて分家住宅を建築したいとしており、都

市計画法上の開発許可も許可見込みでございます。本申請地の農地区分は、概ね 10

ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内で、高性能農業機械による営農に適す

る農地であることから甲種農地でございますが、例外許可事由の集落接続に該当し、

転用許可やむを得ないと判断されます。 

なお、優良農地の転用であり、今月 28日に開催される愛媛県農業会議の意見を聴

く必要があります。 

２番、本件受人は、自然エネルギー等による発電及び売電業を主な業務とする法

人でございます。この度、事業拡張のため、日当たりの良い本申請地を取得し、太
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陽光発電施設を設置したいとしております。本申請地の農地区分は、農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い農地であることから第２種農地と判断

されます。 

３番、本件受人は、不動産業を主な業務とする法人でございます。近隣事業所か

らの要望もあることから、この度、本申請地を取得し貸露天資材置場として貸出し

をしたいとしております。本申請地の農地区分は住宅、事業所、公共施設、公益的

施設が連たんしている区域に近接し、概ね 10ヘクタール未満の区域内にある農地で

あることから第２種農地と判断されます。本件は、申請面積が 1,000 平米以上の案

件でございますので、後ほど、地元委員の補足説明を願った上で御審議をお願いい

たします。 

４番、本件受人は、不動産業を主な業務とする法人でございます。近隣事業所か

らの要望があり、この度、本申請地を取得し、31台分の貸露天駐車場を開設したい

としております。本申請地の農地区分は住宅、事業所、公共施設、公益的施設が連

たんしている区域に近接し、概ね 10ヘクタール未満の区域内にある農地であること

から第２種農地と判断されます。本件は、申請面積が 1,000 平米以上の案件でござ

いますので、後ほど、地元委員の補足説明を願った上で御審議をお願いいたします。 

５番、本件受人は、父親と同居し、農地約 69アールを耕作する農業後継者でござ

いますが、議案書記載の内容にて、農家住宅を建築したいとしております。本申請

地の農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で

あることから第２種農地と判断されます。 

６番、本件受人は、売電業を主な業務とする法人でございます。この度、事業拡

張のため、日当たりの良い本申請地を借受け、太陽光発電施設を設置したいとして

おります。本申請地の農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生

産性の低い農地であることから第２種農地と判断されます。 

なお、本件は申請面積が 1,000 平米以上の案件でございますので、後ほど、地元

委員の補足説明を願った上で御審議をお願いいたします。 

７番、譲受人は、農地約 73アールを耕作する農業者でございます。既存の農業用

資材置場が手狭で何かと支障をきたしており、現居宅への進入路も無く生活にも支

障をきたしていることから、今般、本申請地を農業用資材置場及び進入路として利

用したいとしております。 

なお、本件申請地の一部 33平米については、平成４年頃より農地法の許可を得ず、
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住宅への進入路として利用していたものであり、今回、違反の解消を図りたいとし

ております。本申請地の農地区分は、松山市役所堀江支所からおおむね 500 メート

ル以内にあることから第２種農地と判断されます。 

以上でございます。 

 

 

事務局からの説明が終わりました。 

それでは、地元委員から補足説明をお願いいたします。３番と４番は、所在地が

久米地区で、それぞれ 1,000平米を超える案件ですので、久米地区の戒能委員から、

２件、続けて説明をお願いいたします。 

 

 

それでは御説明いたします。 

先ほど、事務局から説明がありましたとおり、３番の譲受人は、不動産業を営む

法人でありますが、事業の規模拡大のため貸露天資材置場の経営をしたいと考えて

いたところ、十分な広さを確保することのできる本申請地を見つけ、他に代替地も

なく、本申請に及んだものです。転用によって生じる被害の防除措置も行うという

ことから、地元としては了承いたしました。 

４番につきましては、同じく不動産業を営む法人でありますが、事業の規模拡大

のため貸露天駐車場の経営をしたいと考えていたところ、市街化区域に近接し、住

宅等が密集した本申請地を見つけ、駐車場経営において需要が見込まれることから、

ほかに代替地もなく、本申請に及んだものです。転用によって生じる被害の防除措

置も行うということから、地元としては了承いたしました。 

なお、本総会での御審議をよろしくお願いいたします。 

 

 

続きまして、６番は、所在地が桑原地区で、1,000 平米を超える案件ですが、議

案第１号と同様に、事務局から地元説明をお願いいたします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 



- 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

片 山 剛 主 査 

 

 

 

 

 

 

 

譲受人は、太陽光発電による売電事業、発電設備の設置及び保守管理等を主な業

務とする会社でございます。今般、日照条件の良い本申請地を賃借し、事業の規模

拡大を図りたく、申請に至ったものであります。草刈り等の管理や被害防除も、松

山市内の事業者に委託し、きちんとされるとの事ですので、地元としては了承した

訳でございますが、本会での御審議をよろしくお願いいたします。 

 

 

議案第８号につきまして、事務局並びに地元委員から説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

なお、これらの案件につきましては、県許可分であります。直ちに意見を付して

県知事に送付させていただきます。 

なお、１番の案件は、農地区分が甲種農地の案件のため愛媛県農業会議の意見を

聴いた後、県知事に送付させていただきます。 

次に、議案第９号、「令和２年度第 10 号農用地利用集積計画」について議題とし

ます。事務局から説明をお願いします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

本日の案件 11 件の内、使用貸借権の設定は 23 筆、賃借権の設定は９筆、所有権

移転は 13筆で、設定総面積は、52,349平米です。その内訳は、新規が 14筆、更新

が 18筆、売買が１筆、贈与が 12筆となっています。 

番号１の譲受人は、1,652 アールを耕作する農業協同組合で、新たに賃借権を設

定し、経営規模を拡大するとしています。 

番号３の譲受人は、農地中間管理機構で、議案書記載の農地に中間管理権を設定

し、併せて農用地利用配分計画を作成して、農業の担い手へ農地の利用集積を図る
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としています。 

番号５の譲受人は、約 65アールを耕作する農業者で、新たに賃借権を設定し、経

営規模を拡大するとしています。 

番号８の譲受人は、約 69アールを耕作する農業者で、新たに使用貸借権を設定し、

経営規模を拡大するとしています。 

番号９の譲受人は、約 197 アールを耕作する農業者で、樹園地を売買により取得

し、経営規模を拡大するとしています。 

番号 10の譲受人は、約 257アールを耕作する農業者で、樹園地を贈与により取得

し、経営規模を拡大するとしています。 

番号 11の譲受人は、約 145アールを耕作する農業者で、樹園地を贈与により取得

し、経営規模を拡大するとしています。 

以上の計画の内容は、経営面積及び農作業従事日数など、農業経営基盤強化促進

法第 18条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

なお、公告日は、令和３年１月 15日となっております。 

以上でございます。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

議案第９号につきまして、事務局から説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第 10 号、「農地法第３条の３の規定による届出専決処理報告」につい

て議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

 

 

それでは、御報告いたします。 
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令和２年 11月 26日～12月 25日までに専決処理した案件は 25件で、届出内容は

議案記載のとおりでございます。これら 25件つきましては、いずれも適法な届出と

なっておりましたので、専決処理を行い、受理通知書を交付いたしました。 

以上でございます。 

 

 

議案第 10号につきまして、事務局から説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

以上で、本日の提出議案 10件の審議は、全て終了いたしました。 

ここで、私から委員の皆様に、今後の総会の開催についてお願いがございます。 

皆様もニュースなどで御存知かと思われますが、連日、東京都をはじめ全国的に

新型コロナウイルス感染症が拡大しています。松山市内でも連日の感染者が増加し

ている状況であり、今後も増加が続くことも予想されます。 

そこで、以上の状況を考慮し、来月 10日に開催予定の第 205回総会から当面の間、

出席者数を制限して開催することを御了承いただきますようお願いいたします。 

今後の総会への出席委員については、事務局で調整させていただき、出席をお控

えいただく委員には、事務局から御連絡させていただきます。 

なお、今後の市内の感染状況を注視しながらの判断にはなりますが、市内の感染

者数が減少する等、状況が好転する場合には、24名すべての農業委員に御出席いた

だきたいと思っております。 

何卒、御理解と御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

次に事務局から連絡事項等があれば、お願いします。 

 

 

１点目は、「松山市農業施策に関する意見提出に伴う調査票について」でございま
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す。先月の総会でお配りした松山市農業施策に関する意見提出に伴う調査の調査票

を本日お持ちの委員の皆様は、お帰りの際に事務局職員までお渡しください。本日、

お忘れの皆様は、今月末までに事務局へ御返送していただくか、地区審査等がある

場合などに事務局職員へお渡ししていただきますようお願いします。 

２点目は、昨年（2020年）の農業委員会活動記録セットについてです。委員の皆

様には、昨年 12月末までの委員活動を記録するノートをお配りしていますが、本日、

御持参いただいている委員の皆様は、お帰りの際に事務局職員までお渡しください。

お忘れの皆様は、今月の地区審査がある場合にお渡しいただくか、次回の総会に御

持参いただきますようよろしくお願いします。 

３点目は、「農業委員並びに農地利用最適化推進委員を対象とした研修会につい

て」でございます。例年１月末に開催しておりました委員の皆様を対象にした研修

会ですが、現在の全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、今回は

中止とさせていただきます。なお、今後、状況を見ながらにはなりますが、研修会

を開催する場合には、すべての委員の皆様に御案内させていただきますので、よろ

しくお願いします。 

最後に、「次回の総会の日程について」でございます。来月の第 205回総会は、２

月 10日水曜日の午前 10時 30分からこちらの会議室で開催する予定です。 

先ほど、会長からお話しがありましたとおり、出席人数を制限して開催する予定

ですので、出席をお控えいただく委員と出席していただく委員の皆様すべてに事務

局から御連絡いたしますので、御協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

 

事務局からの連絡事項でした。 

以上を持ちまして、本日の第 204回総会を閉会します。 

 

 

御起立願います。礼。お疲れ様でした。 

 

 

午前 11時 04分閉会 

 


